
 
令 和 ８ 年 度 

６ 月 号 

５２５号   
令和８年６月１日 

６月の生活目標 

◎仲間を大切にしよう 
・思いやりをもって助け合おう。 
・自分や友達のよいところを見つけよう。 

地域総がかりで子どもをはぐくむ コミュニティ・スクール 

    ～いい地域には、いい学校がある。いい学校は、いい地域をつくっていく。～   
 

だれにでもおこること、できること 
                                     

      校長  白倉 秀樹 
気温がぐっと高くなり、初夏の様相から真夏の季節を感じさせる６月になりました。子どもた

ちが少しずつ学校に慣れて学習活動に精一杯取り組む姿を見ていると、確実に成長している様子

がうかがえます。 
朝、正門で子どもたちに「おはようございます。」と声を掛けて出迎えると、元気に挨拶して

くれる子どもたちが本当に増えたと感じます。４月頃は小さな声だった子がはっきりとした声で

の挨拶をしたり、全く反応がなかった子が小さな声で挨拶したりと様々な実態がありますが、子

どもたちが私の挨拶を認識していることを実感できます。 
６月はいじめ撲滅月間です。校内でも、校長講話や道徳の時間を利用し、子どもたちの意識を

高める取組を実施します。ここで、すでにご存じかもしれませんが、いじめの定義についてお伝

えします。 
平成２５年度から施行されたいじめ防止対策推進法には「児童等に対して、当該児童等が在籍

する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。） であって、当該行

為の対象となった児童等が心身の苦痛と感じているものをいう。」とあります。以前の定義には

「一方的に」「継続的に」「心理的・物理的な攻撃」といった言葉がありましたが、現在ではあり

ません。 
つまり、現在の定義では、たとえば教室内でＡという児童がいた時、Ｂという児童の言葉や行

動がＡに対して向けられたものでなくても、ＡがＢの言葉や行動に苦痛を感じた時、いじめが成

立します。つまり、だれにでも起こりうることという定義です。 
 学校はいじめを認知した時、苦痛と感じたＡの思いや考えに寄り添い、Ｂの行動要因やその時

の思いや気持ちを丁寧に確認し、他の児童の関わりや集団の雰囲気等の環境についても調査しま

す。そして、必要に応じてスクールカウンセラーや専門機関と連携しながら問題解決に向けた取

組を実施しながら最低３か月の該当児童の見守りを行います。 
 いじめの定義において注視されることは、その人間の「主観」にあります。児童一人ひとりは

生い立ちも生活環境も違いますから、その主観も違いがあって当然です。大人の社会においても

主観の違いは顕著に見られますが、その状況を上手に調整するからこそ社会が成立します。こう

いった社会の在り方を児童に気付かせることも、いじめ防止の一つの方策ではないかと考えます。 
また、冒頭に述べさせていただいた挨拶を通したコミュニケーション育成も、いじめ防止策と

して積極的に取り組むものだと認識しております。挨拶はだれもができることです。挨拶が響き

あう大牧小を目指し共に行動してまいりましょう。 



主 な 行 事 予 定 主 な 行 事 予 定

6/1 月
短縮日課５時間 13:45下校 個人面談① 歯と口の健

康週間（～７日）
16 火 ＥＴ　４年校外学習

2 火
短縮日課５時間 13:45下校 個人面談② 心臓検診

（１・４年）
17 水 クラブ

3 水 短縮日課５時間 13:45下校 個人面談③ 18 木 児童集会（計画委）

4 木
短縮日課５時間 13:45下校 個人面談④ ４年8020

歯の健康教室
19 金 ＥＴ　ＳＣ・ＳＳＷ勤務日

5 金
短縮日課５時間 13:45下校 個人面談⑤ 尿検査２

次（該当者）　ＳＣ・ＳＳＷ勤務日
20 土 土チャレ

6 土 土チャレ 21 日

7 日 22 月 読書T　読み聞かせ（３・４年・た）　放チャレ

8 月 読書Ｔ　１・２年交通安全教室 23 火
ＥＴ ３年スーパーマーケット見学 なかよしタイ

ム②

9 火 ＥＴ　２年町たんけん 24 水 歯科巡回指導　クラブ

10 水
プール入水開始日 ６年親善バスケットボール大

会（大牧小）　委員会
25 木 お話朝会

11 木
児童集会（保健） スクールサポートネットワーク

連絡協議会　１年通学路探検
26 金 ＥＴ　ＳＳＷ勤務日

12 金 ＥＴ　ＳＳＷ勤務日 27 土

13 土 28 日

14 日 29 月 読書T　読み聞かせ（５・６年）　放チャレ

15 月 読書T　読み聞かせ（１・２年）　放チャレ 30 火 竜巻訓練

【大牧小学校ブログ】

　下校時に、学校から習い事や用事等で自宅以外の場所へ直

接行くことは、児童の安全面等を考慮し、原則お控えくださ

い。一度帰宅してから行くように、御家庭でもお話し合いく

ださい、御協力の程、宜しくお願いいたします。

【教材費・学年費の振込について】

　１学期の教材費・学年費の集金額が確定しました。６月１

日～１５日の期間内で振り込みをお願いします。振込額と振

込方法等については、５月２１日に配信したスクリレを御覧

ください。なお、学年によって口座番号が違うため、兄弟姉

妹のいる御家庭は、各学年の口座および振込金額を御確認の

上お振込みください。

　大牧小学校の行事や日々の学習の様子を伝

えています。ぜひ御覧ください。

　大牧小ホームページの「学校生活」からも

御覧いただけます。

https://omaki-e.saitama-city.ed.jp/blog/

【個人面談について】

　２日（木）授業参観・懇談会（１・３・５年・た）

　　　　　　自然の教室保護者説明会（５年）

　３日（金）授業参観・懇談会（２・４・６年）

　７日（火）６年校外学習

１４日（火）１～４年４時間授業　13:35下校

１５日（水）給食終了日　通常４時間授業　13:35下校

１６日（木）通常３時間授業　11:45下校

１７日（金）終業式　通常３時間授業　11:45下校

１８日（土）～８月２５日（火）　夏季休業日

　学校運営協議会が５月２８日（木）に開催されました。学

校運営協議会委員の方が集まり、本年度の学校運営に関する

基本的な方針等について了承いただきました。また、「生き

生きした活力のある子を育てるために地域社会でできるこ

と」について熟議を行いました。今回話し合った意見を、ス

クールサポートネットワークと共有し、今後の協働活動につ

なげていきます。

　６月１日（月）～５日（金）の５日間で、個人面談を実施

いたします。お子様のよりよい成長のためには、学校と家庭

が共通理解のもとに指導していくことが不可欠であると考え

ています。心配事や御要望等がありましたら担任にお伝えく

ださい。

【６月の行事予定】[た]・・たんぽぽ学級　[ET]・・English Time

日・曜日 日・曜日

【第１回学校運営協議会】 【７月の主な行事予定】

【下校について（お願い）】

https://omaki-e.saitama-city.ed.jp/blog/

